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第１章 経営戦略の改定にあたって 

１ 経営戦略改定の背景 

近年，人口減少及び節水技術の進展による下水道使用料の減収，さらには下水道施設の老朽化

に伴う大量更新期の到来により，全国的に下水道事業の収支バランスが崩れ，持続可能な下水道

事業経営における課題となっています。 

こうした状況の中，国は，地方公共団体に対し，将来にわたって安定的に事業を継続していくた

め，中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」の策定・改定を求めています。 

調布市においては，令和２（2020）年度に官庁会計から公営企業会計へ移行するとともに，「調

布市下水道事業経営戦略」を策定しました。 

公営企業会計移行後の４箇年分の決算では，主要な経営指標である，経常収支比率，経費回収

率の値が低水準で推移するなど経営課題が明確化しました。さらには，経営戦略策定以降，気候変

動の影響による豪雨対策や物価高騰など社会情勢等も変化しています。 

以上のことから，このたび令和２（2020）年度に策定した調布市下水道事業経営戦略の改定を

行います。 

        

～公営企業会計における「経営戦略」とは～ 

「経営戦略」とは，将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経

営の基本計画です。「経営戦略」の中心は，「投資試算」（施設・設備投資の見通し）等の

支出と「財源試算」（財源の見通し）を均衡させた「投資・財政計画」（収支計画）が中心と

なります。  

 

          

   平成２６年８月２９日 総務省「公営企業の経営に当たっての留意事項について」より引用 
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２ 経営戦略の位置付け  

  令和２（２０２０）年度に策定した下水道分野のマスタープランである「調布市下水道ビジョン」（計

画期間：令和３（２０２１）年度～令和１２（２０３０）年度）」は，経営基盤強化及び財政マネジメント向

上につなげるべく，中長期的な経営の基本計画である「調布市下水道事業経営戦略」としても位置

付けています。 

なお，「調布市下水道事業経営戦略」は，３０年間の財務シミュレーションに基づく１０年間の投資・

財政計画のほか，人材育成や官民連携，広域化・共同化等の取組についても方向を示しています。 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

３ 計画期間   

 計画期間は，令和７(2025)年度から令和１６(2034)年度までの１０年間とします。なお，改定後

は５年に１度は見直しを行い，経営環境の変化や投資事業の進捗等に応じて，最新の内容に更新して

いくものとします。なお，自然災害等，下水道事業を取り巻く環境に大きな変化が生じる事由が発生し

た場合は，適宜見直しを行います。 

 

〇 調布市下水道ビジョンと経営戦略の位置付け 

※ 「調布市下水道ビジョン」を「調布市下水道事業経営戦略」と位置付けています。 

調布市 
下水道 

ビジョン
（２０2０） 

 経営戦略 
（202５） 
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４ 経営の基本方針    

調布市では，調布市下水道ビジョンに掲げた基本理念「環境とくらしを守る下水道」のもと，次の基

本方針により施策を展開しています。 

 

 

   

調布市下水道ビジョン  

＜計画期間：令和３年度～令和１２年度＞ 

経営戦略 2025 

＜計画期間：令和７年度～１６年度＞ 

基本方針Ⅰ 下水道施設の機能維持 

取組の柱➀ 気候変動による影響への適応策の構築 

取組の柱➁ 下水道施設の持続的な維持管理 

取組の柱➂ 脱炭素・循環型社会に向けた取組の推進 

第４章 将来の事業環境 

３ 施設の見通し  

（P２０～P２２） 

基本方針Ⅱ 組織の対応力の向上 

取組の柱➀ 組織体制の強化 

取組の柱➁ 危機管理体制の構築 

取組の柱➂ 情報発信の強化 

第４章 将来の事業環境 

４ 組織の見通し  

（P2３） 

基本方針Ⅲ 持続的な経営の確立 

取組の柱➀ 経営状況の把握と分析 

取組の柱② 合理的な経営の推進 

取組の柱➂ 中長期的な収支のあり方検討 

第５章 将来に向けた 

財政上の経営課題と解決策 

（P2４～P２７） 

第６章 投資・財政計画 

（P２９～P４３） 
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第２章 下水道事業の概要 

１ 事業の現況  

(1) 施設 

➀ 施設概要 

供用開始年度 
昭和 47(1972)年度 

（供用開始後 5２年） 

法適用 

（全部適用・一部適用） 
法適用（一部適用） 

処理区域内 

人口密度 
12２.４人 / ha 

流域下水道への 

接続の有無 
有 

処理区数 １処理区 

処理場数 なし （森ケ崎水再生センター＜大田区＞にて処理） 【P５２ 資料５】 

広域化・共同化 

・最適化実施状況 

・東京都の流域下水道へ接続  

・東京都と水質検査の共同実施 

・下水道使用料の徴収事務委託による事務の共同化 

・多摩地域７市共同で公営企業会計システムを導入・運用 

・狛江市と根川流域の浸水対策を実施 

・三鷹市と雨水貯留施設を建設 

・東京都の下水道事業における災害時復旧支援での連携 

 

➁ 施設の整備状況 

   調布市では，昭和４３(1968)年に公共下水道事業計画の認可を受け整備に着手し，昭和 

４７（１９７２）年６月の多摩川流域下水道の完成に伴い，下水道の供用を開始しました。なお，

調布飛行場，野川公園が所在する野水処理分区 82.57ha については，整備の見通しがつか

ない未整備区域となっています。 
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➂ 施設の経過年数の状況  

令和５(２０２３)年度末時点で，法定耐用年数５０年を超える管渠は全体の２１％，１０年後の

令和１５(2033)年度には８３％となり老朽化が急速に進行します。  

 

     

      

 

  

   〇 下水道管路延長の推移 （年度別整備延長及び累計総延長） 

   

 

管路種別
合流式
（km）

分流式
雨水
（km）

分流式
汚水
（km）

合計
（km）

割合
（％）

10年以下 14.5 1.1 0.4 16.0 3%

11年～20年以下 25.6 2.9 0.4 29.0 5%

21年～30年以下 32.9 1.2 1.0 35.1 6%

31年～40年以下 18.4 1.7 0.4 20.5 4%

41年～50年以下 319.2 16.7 12.8 348.6 62%

50年超 113.5 2.7 0.0 116.2 21%

524.1 26.3 15.0 565.4

(92%） (5%） (3%） (100%）

総延長
（割合）

100%

※ 令和６年３月３１日時点
※ 小数点第２位は四捨五入して算出しているため，合計値とあわないところがあります。

 「調布市公共施設等総合管理計画 改訂版 （令和５年３月作成）」より 

 

〇 経過年数別管路延長一覧表  

１０年後には 

「８３%」が 

法定耐用年数超 

となる。 
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(2) 下水道使用料 

調布市の下水道使用料体系は，基本使用料と従量使用料（累進制）を併用する二部使用料制と

なっています。現在の体系は平成１２（２０００）年に改定したものとなります。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

（消費税抜）

種別 排出量 排出量 使用量

基本

使用料
～10㎥ ３５０円

11㎥～20㎥ ８１円

21㎥～50㎥ ９８円

51㎥～100㎥ １２５円

101㎥～200㎥ １４４円

201㎥～500㎥ １７２円

501㎥～1000㎥ ２０１円

1001㎥～ ２２７円

浴場汚水
従量使用料
（１㎥あたり）

基本使用料 ～10㎥ ２３０円

従量使用料
（１㎥あたり）

11㎥～ ４０円

備考

一般汚水 従量

使用料
(1㎥あたり）

3　共用汚水とは，水道の給水装置又は井戸（動力式揚水設備を有するものを除

く。）を共用して生じた汚水で，公共下水道に排除するものをいう。

２０円

共用汚水

１ 一般汚水とは，浴場汚水及び共用汚水以外の汚水で，公共下水道に排除する

ものをいう。

２ 浴場汚水とは，公衆浴場営業（温泉，蒸風呂その他の特殊な公衆浴場営業を

除く。）の用に供した汚水で，公共下水道に排除するものをいう。

〇 調布市の下水道使用料  
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(3) 組織の状況 

   昭和４０年代から５０年代にかけての集中的な下水道整備に応じて職員数を増やし，ピーク時の

昭和５４(1979)年には４１人体制で業務を行っていましたが，下水道処理人口普及率１００％を

達成した昭和６２(1987)年度前後から，下水道新規整備の減少に伴い職員数も減少しています。

令和６年３月末時点では１８人体制となっています。 

 

   

                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※常勤職員のみ 

 

〇組織体制                   （令和５年度末時点） 

管理職(3)

主な業務

事務職

(8)

技術職

(10)

係

経営係

(５)

管理係

(10)

会計（公営企業会計）

庶務

下水道使用料

指定下水道工事店の指導

下水道計画

工事，維持管理

下水道台帳

排水設備

雨水浸透施設

〇職員数の推移 
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２ 民間活力の活用状況等 

令和６（２０２４）年度から包括的民間委託により維持管理業務の一部を業務委託しています。 

 

(１) 包括的民間委託の導入 

業務ごとに単年度で個別契約を行っている業務の一部をパッケージ化して契約しています。         

 

 

(2) 包括的民間委託導入の背景 

➀ 施設管理面の課題 

管路の不具合発生ごとに対応する「事後保全型」の維持管理から，管路の老朽化の状況を踏

まえた「予防保全型」の維持管理への取組の必要性  

➁ 執行体制上の課題 

老朽化・劣化対策等の事業量の増加が見込まれる中，事業執行体制の構築の必要性 

 

 

 

        

 

 

事
業
量

現 在 将 来

新たに

事業量が
増加下水道施設の老

朽化・劣化対策

適切な維持管理

の推進

予防保全型維

持管理の取組

の推進に向け，

公民で連携し

た円滑な執行

体制構築が必

要

  法定耐用年数（５０年）を超過する管路延長 （P５参照） 

  令和５(202３)年度：約２１％ → 令和１５(203３)年度：約８３％ 

予防保全型維
持管理の取組
の推進に向け，
官 民 で連 携 し
た円滑な執行
体制構築が必
要 
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(3) 包括的民間委託の対象業務 

 

 ※当初契約は，令和６年度～令和８年度の３年間となりますが，令和９年度以降についても対象業務の拡大可能性

を検討しています。 
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第３章 現状分析 

１ 収支分析 

(1) 収益的収入 

構成比は，下水道使用料収入４２．９％，長期前受金戻入２９.１％，雨水処理負担金 2６.３％ 

となっています。下水道使用料は，人口増加傾向であるものの，節水技術の進展等に伴う有収

水量減により減少しています。 

             

 

 

(2) 収益的支出 

近年の人手不足による人件費上昇に加えて，資源価格の高騰及び円安等の影響による物価

高騰により，維持管理費の一部を先送りしている状況です。また，構成比は，減価償却費 

４２.3％，流域下水道費 ３２.6％,支払利息及び企業債取扱諸費２.5%と削減の難しい固定的

な費用が全体の約７７%を占めており，経費縮減が難しい状況です。 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

項目 金額

下水道事業収益 4,226,303

　　営業収益 2,951,416

　　　　下水道使用料 1,812,435

　　　　雨水処理負担金 1,110,122

　　　　その他営業収益 28,859

　　営業外収益 1,274,887

　　　　受取利息及び配当金 13

　　　　他会計負担金 40,469

　　　　長期前受金戻入 1,231,194

　　　　雑収益 3,211

　　特別利益 0

〇 収益的収入の構成比と内訳 （令和５年度） 

〇 収益的支出の構成比と内訳 （令和５年度） 

※小数点第２位で四捨五入しているため，合計が１００％に

ならない場合があります。（以下同じ） 

※千円未満を四捨五入しているため，合計が合わない

場合があります。（以下同じ） 

（単位：千円）

項目 金額

下水道事業費用 4,261,817

　　営業費用 4,084,490

       管渠費 386,615

　　　 ポンプ場費 50,130

       流域下水道費 1,388,941

       総係費 444,808

       減価償却費 1,803,740

       資産減耗費 10,256

  営業外費用 177,327

      支払利息及び企業債取扱諸費 104,509

     雑支出 72,819

  特別損失 0
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(3) 資本的収入  

  構成比は，企業債７９．６％，国・都補助金 １５．５％，他会計負担金４.９％となっています。 

建設改良費の増に伴い増加傾向となっています。なお，国・都補助金は，ストックマネジメン

ト計画に基づく設計・工事に対するものです。 

 

 

       

 

 

 

(4) 資本的支出 

構成比は，建設改良費 7６.５％，企業債償還金 2３.５％となっています。 建設改良費は，令

和元年東日本台風の再度災害防止に向けた浸水対策事業，ストックマネジメント工事の本格化，

及び仙川汚水中継ポンプ場の自然流下化事業により高止まりしています。 

  

 

 

        

    

 

 

（単位：千円）

項目 金額

資本的収入 1,083,713

　　企業債 862,400

　　国庫補助金 99,861

　　都補助金 68,307

　　他会計負担金 53,145

（単位：千円）

項目 金額

資本的支出 1,456,106

　　建設改良費 1,114,123

　　固定資産購入費 289

　　企業債償還金 341,694

〇 収益的収入の構成比と内訳 （令和５年度） 

〇 収益的収入の構成比と内訳 （令和５年度） 
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２ 経営指標を用いた現状分析  

(1) 経営指標の概要 

経営指標の対象となる分析項目は下表のとおりです。   

 

 

  

 

 

(2) 指標分析  

調布市の経営指標及び類似団体平均の比較結果は次のとおりです。 

なお，類似団体平均とは、総務省にて，処理区域内人口、処理区域内人口密度等により分類した

区分を示しています。（調布市の類似団体は，人口１０万人以上，人口密度１００人/ha 以上の団体。 

都内における類似団体は，武蔵野市，三鷹市，小金井市，国分寺市，西東京市の５市）   

 

No 望ましい方向

経常収益

経常費用

当年度未処理欠損金

営業収益−受託工事収益

流動資産

流動負債

企業債現在高合計−一般会計負担額

営業収益−受託工事収益−雨水処理負担金

汚水処理費（公費負担分を除く）

年間有収水量

下水道使用料

汚水処理費（公費負担分を除く）

No

有形固定資産減価償却累計額

有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価

法定耐用年数を経過した管渠延長

下水道布設延長

改善（更新・改良・修繕）管渠延長

下水道布設延長

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進
んでいるかを表す指標で，資産の老朽化度合を示してい
る。

※１ 当年度未処理欠損金が解消して「０」となることが望ましい。

※２ あくまで参考値であり，数値の高低によって企業債残高の規模を評価はできないため「－」としている。

 ア 経営の健全性・効率性について

算出式 内容

 イ 下水道施設の老朽化の状況について

項目 算出式

⤴

⤵

－

⤴

⤵

⤴

(ｴ)
企業債残高

対事業規模比率

当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で，管渠
の更新ペースや状況を把握できる。

法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した指標で，管
渠の老朽化度合を示している。

(ｶ) 経費回収率
使用料で回収すべき経費を，どの程度使用料で
賄えているかを表した指標であり，使用料水準
等を評価することが可能である。

(ｱ)
有形固定資産
減価償却率

内容　　　　

(ｲ) 管渠老朽化率

(ｳ) 管渠改善率

使用料収入に対する企業債残高の割合であり，
企業債残高の規模を表す。

(ｵ) 汚水処理原価
有収水量１㎥当たりの汚水処理に要した費用で
あり，汚水資本費・汚水維持管理費の両方を含
めた汚水処理コストを表す。

(ｲ) 累積欠損金比率

営業収益に対する累積欠損金(営業活動により
生じた損失で，前年度からの繰越利益剰余金等
でも補てんすることができず，複数年度にわ
たって累積した欠損金のこと）の状況を表す。

(ｳ) 流動比率 短期的な債務に対する支払能力を表す。

項目

(ｱ) 経常収支比率
使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益
で，維持管理費や支払利息等の費用をどの程度
賄えているかを表す。

※２

※１
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➀ 経営指標の結果 

ア 経営の健全性・効率性について 

(ア)  経常収支比率 

 

 

(イ) 累積欠損金比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 R3 R4 R5

経常収益 （千円） 4,358,907 4,258,659 4,173,279 4,226,303

経常費用　（千円） 4,377,997 4,277,031 4,160,125 4,261,817

経常収支比率 【調布市】　（％） 99.56 99.57 100.32 99.17

経常収支比率 【類似団体平均】（％） 107.09 107.96 107.29

R2 R3 R4 R5

当年度未処理欠損金　（千円） 28,549 46,180 33,026 68,539

営業収益　（千円） 2,970,933 2,923,952 2,868,869 2,951,416

累積欠損金比率 【調布市】　（％） 0.96 1.58 1.15 2.32

累積欠損金比率 【類似団体平均】（％） 0.59 0.68 0.90

 

 

100％前後で推移しており，収支は

ほぼ均衡しているものの，令和４年度

を除き１００％を下回っています。 

 

  

 

令和２年度の公営企業会計への移行

後，経常収支の赤字により，欠損金が

累積しています。  
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（ウ） 流動比率 

 

 

 

類似団体平均との比較では高水準

となっており，短期的な支払い能力は

比較的に保持しているといえます。 

 

 

 

(エ) 企業債残高対事業規模比率   

 

 

 

建設改良費の増加に伴い企業債発行額

は上昇傾向であるものの，現時点におい

ては，類似団体比較では３分の１程度と低

水準となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

R2 R3 R4 R5

流動資産　（千円） 1,134,758 1,024,649 1,427,036 1,679,959

流動負債　（千円） 963,183 936,472 1,007,652 1,057,648

流動比率 【調布市】　（％） 117.81 109.42 141.62 158.84

流動比率 【類似団体平均】（％） 77.72 86.61 100.73

R2 R3 R4 R5

企業債現在高 - 一般会計負担額　（千円） 2,665,656 2,491,431 2,979,157 3,432,042

営業収益 - 受託工事収益 - 雨水処理負担金　（千円） 1,910,984 1,833,441 1,820,322 1,841,294

企業債残高対事業規模比率 【調布市】　（％） 139.49 135.89 163.66 186.39

企業債残高対事業規模比率 【類似団体平均】（％） 485.60 463.93 481.88
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（オ） 汚水処理原価  

 

  

 

類似団体平均と比較して安価で汚水処理

を行っています。ただし，近年の労務単価の

上昇や物価高騰の影響により，維持管理業

務の一部を先送りしている状況です。 

 

 

 

(カ) 経費回収率 

 

  

 

低廉な汚水処理原価にかかわらず，１０

０％を下回り，汚水処理費を下水道使用料

で回収できていない状況が続いています。 

節水技術の進展等により，一人当たりの

有収水量が逓減していることなどから，下

水道使用料水準の改善が必要です。 

 

 

 

R2 R3 R4 R5

汚水処理費　（千円） 2,196,733 2,052,357 1,980,368 2,037,045

年間有収水量　（㎥） 25,067,891 24,696,351 24,357,182 24,209,862

汚水処理原価 【調布市】　（円） 87.63 83.1 81.31 84.14

汚水処理原価 【類似団体平均】（円） 110.21 110.26 111.88

R2 R3 R4 R5

下水道使用料　（千円） 1,859,771 1,828,999 1,816,055 1,812,435

汚水処理費　（千円） 2,196,733 2,052,357 1,980,368 2,037,045

経費回収率 【調布市】　（％） 84.66 89.12 91.7 88.97

経費回収率 【類似団体平均】（％） 99.95 103.40 101.87
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イ 下水道施設の老朽化の状況について 

（ア） 有形固定資産減価償却率 

 

   

 

法定耐用年数を超過した管渠の増加に

より，今後１０年程度は上昇傾向となりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 管渠老朽化率 

 

 

 

昭和４０年～５０年代に整備した管渠が法

定耐用年数を迎えることから，更なる上昇が

見込まれ，更新投資の必要性が増していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 R3 R4 R5

法定耐用年数を経過した管渠延長 （ｋｍ） 24.58 38.62 75.04 116.26

下水道布設延長  （km） 564 564 565 565

管渠老朽化率　【調布市】　（％） 4.36 6.85 13.28 20.58

管渠老朽化率 【類似団体平均】（％） 8.2 9.43 12.4

R2 R3 R4 R5

有形固定資産減価償却累計額 （千円） 1,850,938 3,642,923 5,377,538 7,059,299

償却対象資産の帳簿原価　（千円） 29,033,820 29,329,058 29,771,894 30,292,448

有形固定資産減価償却率 【調布市】　（％） 6.38 12.42 18.06 23.3

有形固定資産減価償却率 【類似団体平均】（％） 23.38 24.59 26.87
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(ウ) 管渠改善率 

 

     

 

ストックマネジメント計画に基づき管渠

改善を実施しているものの，管渠総延長

に対する改善延長は短く，改善率は低水

準となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 R3 R4 R5

修繕・改良・更新管渠延長 （km） 0.14 0.35 0.22 0.35

下水道布設延長 （km） 564 564 565 565

管渠改善率　【調布市】　（％） 0.02 0.06 0.04 0.06

管渠改善率 【類似団体平均】（％） 0.14 0.15 0.16
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３ 現状分析のまとめ  

   

 ○ 管渠の急速な老朽化 （Ｐ５） 

法定耐用年数 50 年を超える管渠の割合が，令和２(2020)年度の約４％から，令和５(202３)

年度は約２１％に増加しており，更新投資の必要性が増しています。 

 

 ○ 急激な物価高騰  （P１０） 

近年の人手不足等による人件費上昇に加え，ウクライナ危機以降の資源不足及び急激な円安に

よる物価高騰の影響により，維持管理の一部を先送りしている状況があります。  

 

○ 建設需要の増大  （P１１） 

令和元年東日本台風の再度災害防止に向けた取組及び老朽化・劣化対策事業等により，事業費

が増大しています。 

  

○ 改善を要する経営指標 （P１３・１５） 

経常収支比率が低位で推移しているため累積欠損金が生じており，累積欠損金比率が２％を超

えています。また，汚水処理原価を低水準に抑えているものの，経費回収率が１００％を下回ってい

ます。 

 

○ 下水道使用料収入の減少  （P１５） 

節水技術の進展及び節水意識の向上等により，一人当たりの有収水量が逓減しており，人口増

に関わらず下水道使用料収入が減少しています。 
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第４章 将来の事業環境 

１ 処理区域内人口と有収水量の予測 

  調布市は，下水道処理人口普及率が 100％（水洗化率が 99.9８％）となっていることから，水洗

便所設置済人口は，総人口と併せて推移します。令和４（２０２２）年３月時点の調布市人口推計では，

調布市の人口は，令和１２（２０３０）年度の約２４万２０００人をピークに減少に転ずる見込みとなっ

ています。また，一人当たりの有収水量はすでに減少基調となっており，将来的には人口減と併せて

更なる有収水量の低下が予測されます。（Ｐ50 参考１・２） 

 

 

２ 使用料収入の見通し 

使用料収入は，一人当たりの有収水量の減少に加えて，人口減少も重なり今後も低下することを

想定しています。    
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３ 施設の見通し 

(1) 気候変動による影響への適応策の構築 

➀ 浸水対策 

近年，想定を超える豪雨などの異常気象が頻発していることを踏まえ，長期計画のもと，段階

的に気候変動による影響への適応策を構築することが必要です。気候変動等の影響による浸水

被害軽減に向けた対策を，国，都，ほかの自治体等と連携を図りながら実施していきます。 

また，雨水流出抑制につながる雨水浸透施設の設置を引き続き推進します。 

 

(2) 下水道施設の持続的な管理 

➀ 地震対策 

管径８００ｍｍ未満の小口径管路については，調査・分析を踏まえ今後の実施方針を整理した

うえ，地震対策を推進していきます。管径８００ｍｍ以上の中大口径管路については，計画的に点

検・修繕していくためのストックマネジメント計画に基づいて実施する管路の改築・更新と併せて，

地震対策を推進します。 ※ストックマネジメント計画の概要については P２４参照 

➁ 老朽化・劣化対策 

下水道施設の老朽化・劣化対策は，施設の重要性や想定される老朽化の程度などから，優先的

に点検する地区や点検のサイクルを設定し，実際の調査データを蓄積しながら，管路施設の現状

把握に努めます。 

また，今後増大する事業量に対応できるよう，事業量や事業費の平準化を図るとともに，将来

像を見据えた維持管理体制の構築を検討していきます。 

 

(3) 脱炭素・循環型社会に向けた取組の推進 

➀ 合流式下水道改善 

合流式下水道の改善対策として設置したきょう雑物※除去施設の持続を図りながら，将来にわ

たって公共用水域を保全していきます。 

また，雨水浸透施設を継続して設置することで，水環境保全に貢献していきます。 

※きょう雑物とは，下水に混ざった浮遊物をいい，家庭等から排出される油等が固まったオイルボール，トイレットペーパや道路上

のごみなどがあります。 

➁ 脱炭素・循環型社会への貢献 

下水道は公共用水域の環境保全も本来の目的としていることから，下水の収集から処理に至る

までの過程において，調布市が担うことのできる環境負荷の削減対策による脱炭素・循環型社会

への貢献を将来にわたって継続していきます。  
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(4) 事業費の見通し 

➀ 資本的支出（建設改良費）の見通し 

    令和７(2025)年度から令和１６(2034)年度までの計画期間における建設改良費は，総額約 

１５９億円を想定しています。主な事業内容は，老朽化・劣化対策，浸水対策，地震対策等となります。  

なお，令和元年東日本台風被害を契機にした浸水対策などにより，調布市下水道ビジョン策定時

には想定していなかった事業費も新たに計上しています。 

  

 

 

    

【計画期間（R7～R16）における主な事業及び概算事業費】 

事業名 主な内容 事業期間 概算事業費 

老朽化・劣化対策事業 ストックマネジメント設計・工事 R7～R16   ５２億２千万円 

浸水対策事業 

雨水管理総合計画に基づく設計・工事  R８～R16    ３億３千万円  

根川雨水幹線への定置式ポンプ 

・ポンプゲート設置 設計・工事 ※ 
R7～R10     ６億６千万円 

地震対策事業 地震対策の推進  R7～R12    １７億６千万円 

その他の建設改良事業 都市計画道路等の整備に伴う下水道整備費ほか R7～R16 ３０億円 

流域下水道事業 流域下水道建設負担金，流域下水道改良負担金 R7～R16     １８億１千万円 

※狛江市への負担金 
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 ② 収益的支出（維持管理費・資本費）の見通し 

令和１６（２０３４）年度までは法定耐用年数超の管渠の増加により，減価償却費が逓減傾向にあ

り支出総額は減少していきますが，その後は前述のとおり事業拡大に併せて費用が増加していきま

す。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

４ 組織の見通し 

 

(1) 組織体制の強化 

人材の確保・育成，業務プロセスの改善，民間ノウハウの活用，広域化・事務の共同化への対応

などにより，持続的に下水道事業を推進するため，組織体制を強化していきます。 

特に，民間ノウハウの活用については，令和６（２０２４）年度から導入した包括的民間委託の事

業効果や課題等を検証するとともに，更なる官民連携の可能性について検討します。 

 

(2) 危機管理態勢の構築 

地震や近年頻発する豪雨等の災害に対し，被害の最小化と復旧の迅速化のため，下水道事業

の業務継続計画（BCP）を見直します。また，災害対応訓練や他機関との連携強化により，非常時

にも柔軟に対応できる危機管理態勢を構築していきます。 

 

(3) 情報発信の強化 

下水道施設の老朽化が進む中，下水道の取組や経営状況に対する市民理解を育むため，下水

道に関する情報発信を強化します。また，災害時の情報発信の関連部署との連携を強化します。 
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第５章 将来に向けた財政上の経営課題と解決策 

１ 財政上の経営課題 

現状分析と将来の事業環境から見えてきた財政上の主な課題は次の３点です。 

 

 

 

 

 

２ 経営課題の解決策 

(1) 管路の劣化状況を踏まえたストックマネジメント計画に基づく事業費の縮減及び平準化 

 

 

 

 

 

 

  ➀ 調布市ストックマネジメント計画の概要 ～「単純更新」と「最適化シナリオ」～ 

市では，「下水道ストックマネジメント全体計画」（平成３０年５月策定）において，長期間にわ

たり下水道管路を使い続けていくため，年数経過による管路の劣化状況を予測しながら，管

路の改築による損傷リスク軽減効果や事業費の試算等を行い，管路の改築・更新シナリオを複

数パターン検証しました。その結果，同計画において「一定の予算制約のもと，優先的に改築

する管路を，災害発生時にリスクの高い中・大口径管路（管径８００ｍｍ以上）に絞り，改築を行

うシナリオを『最適化シナリオ』」と位置づけました。 

「最適化シナリオ」と「単純更新」（標準耐用年数５０年として全て布設替えを行う場合）の３０

年間の事業費を比較すると約６２８億円，１００年間では，約９９６億円の縮減効果が見込まれ

ます。 

 

〇 改築（更生工法<管の内側を補強する工法＞）現場の写真 

施行前 施行中（製管工開始） 完成 

管渠の老朽化が進行していま

す。 

既存の管渠を活かしながら，内

側に新しい管をつくります。 

強くて丈夫な管渠が完成しまし

た。 

   

  

 

〇 増大する建設改良（老朽化・劣化対策，浸水対策，地震対策）需要に対する財源確保 

〇 下水道事業収入の根幹となる下水道使用料水準の改善，経費回収率の改善 

〇 中長期（３０年間）にわたり安定的に事業運営するための現預金残高の確保 

 

事業費 縮減効果 

３０年間 で 約６２８億円 

（１００年間では 約９９６億円） 
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18,000

S41 S51 S61 H8 H18 H28 R8 R18 R28 R38 R48 R58 R68 R78 R88 R98

（百万円）

（年度）

単純更新シナリオ（中・大口径管路のみ）

整備 更新

評価期間（R5年度～R104年度）総額 約1,520億円

R104

 

➁ 単純更新と最適化シナリオの事業費比較 

 

〇単純更新 （最適化シナリオとの比較のため，中・大口径管路のみ抽出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇最適化シナリオ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準耐用年数 50 年として全て布設替え（管を丸ごと取り換える工法）による更新を行った場合の

100 年間分の更新費を，年度ごとに試算  ※物価上昇は考慮していません 

 

評価期間（R5 年度～R34 年度） 

総額 約 ７５４ 億円 

 中・大口径管路（管径 800 ㎜以上）について，更生工法（管の内面を補強する工法）により改築

を行い，予算額を 2 億円/年，10 年後から 10 年毎に 2 億円ずつ８億円まで段階的に増やしてい

った場合の改築費を，年度ごとに試算（劣化リスクを一定程度以下に抑制） ※物価上昇は考慮していま

せん 

 

0
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（百万円）

（年度）

最適化シナリオ

整備 更新

評価期間（R5年度～R104年度）総額 約524億円

R104

評価期間（R5 年度～R３4 年度） 

総額 約 126 億円 

「調布市公共施設等総合管理計画 改定版」（令和５年３月）より 

 

３０年間では，単純更新 7５４億円 ― 最適化シナリオ １２６億円 ＝ 6２８億円 

（１００年間では，単純更新 1,520 億円－最適化シナリオ ５２４億円 ＝ 996 億円） 
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(2) 仙川汚水中継ポンプ場の自然流下化による維持管理費等の縮減 

自然流下化事業による仙川汚水中継ポンプ場（以下「ポンプ場」という。）の廃止により，維持管

理費等の縮減を行います。 

 

                                          

  

  

 

➀ 自然流下化事業の概要 

現在，周辺より地形の低い緑ケ

丘地区等では，ポンプ場を設置し

て，ポンプによる圧力で汚水を送

り出しています。自然流下化事業

では，ミニシールド工法及び推進工

法により，新たな下水道幹線を布 

設することで，ポンプ圧送式から自然流下方式へと切り替える工事を行っています。 

令和６（２０２４）年度に自然流下化工事を完了し，ポンプ場の解体を令和１０年度頃に予定して

います。 

 

➁ 自然流下化事業による費用縮減効果 

自然流下化による費用縮減額は次のとおりです。自然流下化後，３５年目で収支が均衡し，管

渠の法定耐用年数となる５０年間で計算すると，１０億６５００万円の費用縮減効果が期待でき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費 縮減効果 

 ５０年間 で １０億６５００万円 の縮減効果 

※ポンプ場の解体は令和１０年度ごろを予定していますが， 図を簡潔にするため，自然流下化事業の終了とあわせて令和６年度

に解体するものとして計算しています。 

ミニシールド（掘削機） 

シールド工法 

１０億６５００万円 
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(3) 包括的民間委託による業務効率化等の推進  

管路の維持管理業務の一部に，官民連携手法の一つである包括的民間委託を導入すること

により，次の効果が期待できます。 （包括的民間委託の概要はＰ８のとおり） 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

(4) その他経費縮減の取組 

・マンホール蓋交換工事における材料の調達方法の見直しによる経費の縮減 （R5～） 

・管渠清掃点検実績を踏まえた管渠清掃周期の適切化による経費縮減（Ｒ３～） 

・各種業務（排水樋管の遠隔操作化の設計,インボイス制度に伴う納付書様式の変更，管路補強工

事の設計，経営戦略改定 等）を直営で実施することによる委託料の縮減 （R2～） 

・企業債の償還方法見直しによる支払利息の縮減＜元利均等方式から元金均等方式への変更＞ 

（R2～） 

・公営企業会計システムを多摩地域７市で共同導入・運用による経費縮減 （R1～） 

・企業債償還の据置期間の短縮による支払利息の縮減（H２９～） 

・東京都の下水道事業における災害時復旧支援での連携（H29～） 

・東京都と水質検査の共同実施（H21～） 

・下水道使用料徴収事務の東京都水道局への委託による事務の共同化（H21～） 

 

  

(5) 収入確保の取組 

・国・都補助金の活用 

・一般会計繰出金 （雨水排水に要する経費）等の確保   

・その他収入の確保 （老朽化マンホール蓋の鉄くず売却，クラウドファンディングほか） 

    

※資本費平準化債については，借入要件を満たす令和１４年度に借入可能額を満額借り入れたとしても，同年に現預

金残高が枯渇する予測となったため，今回の経営戦略では活用を見送ることとしました。 

 

 

 

 

 

包括的民間委託で期待できる効果 

〇 ストックマネジメント計画の着実な実施 

〇 予防保全型の維持管理業務の実施 

〇 増加する事業量に対する円滑な下水道事業執行体制の構築 

   

業務の効率化による経費縮減 
   



28 

 

３  目標値の設定  

経営課題を解決するための目標値は，計画期間の最終年となる令和１６（２０３４）年度時点で，

経営の健全性を示す「経常収支比率」及び使用料の妥当性を示す「経費回収率」を１００％以上とす

ることに加えて，安定的な事業経営のために現預金残高を１８億円確保することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜ，現預金残高を目標値としたのか？ 

下水道事業会計の構造上，資本的収支は通常マイナスとなります。そのため，資本的収支

の不足分については，全額，現預金残高（内部留保資金）から補てんすることとなります。 

もし，資本的収支不足額を補てんする現預金残高がないと企業債償還金を支払えず事

業経営が破綻してしまうため，安定的な下水道事業経営を目指すには，一定程度の余裕を

もった現預金残高の確保が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標値 (令和１６年度時点)】 

・ 経常収支比率 １００％ 

・ 経費回収率   １００％ 

・ 現預金残高   １８億円 (下水道使用料１年分) 

 

資
本
的
収
支 資本的支出

資本的収入 企業債

建設改良費 企業債償還金

その他補助金
資本的収支

不足額

補てん 
現預金残高 

 （内部留保資金） 

 

資本的収支の不足分を補う 

現預金残高がないと， 

企業債償還金が支払えません。 
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第６章 投資・財政計画 

１ 財務シミュレーションの条件 

〇 収益的収入  

 ・ 下水道使用料   使用料単価（円/㎥）× 有収水量（㎥）  

・ 雨水処理負担金 総務省が定める地方公営企業繰出基準に基づき算出  

・ 他会計負担金   総務省が定める地方公営企業繰出基準に基づき算出  

・ 長期前受金戻入 耐用年数 管渠 ５０年 ， 流域下水道負担金 ４５年 

   

〇 収益的支出 

・ 職員給与費  人件費は直近の決算値（令和５年度）で一定 

・ 維持管理費  当初５年間は物価上昇率 年３.0％を見込む。その後は１.0％で算出   

・ 流域下水道維持管理負担金  

令和７年度までは，現行単価(３５．１８円/㎥(税抜)) で計算。令和８年度以降は， 

４0．80 円/㎥(税抜)とし，５年ごとに物価上昇も反映させる。  ＜Ｐ５１ 資料３＞ 

 ・ 減価償却費 耐用年数 管渠 ５０年 , 流域下水道負担金 ４５年  

 ・ 企業債支払利息 金利は内閣府公表の名目長期金利を基に算出 

 

〇 資本的収入 

・ 企業債  起債が認められる事業に１００％充当（起債抑制しない） 

・ 他会計負担金 総務省が定める地方公営企業繰出基準に基づき算出 

 ・ 国・都補助金 国費充当を前提として，現在の制度に準じて算出 

（【国費】50.0％ ，【都費】＜強靭化事業※＞2５.0％ ・＜その他＞2．5％） 

※ 強靭化事業とは，「国土強靭化基本計画」に基づく事業のうち，国が補助対象としているもの。 

調布市では，下水道ストックマネジメント事業が該当する。 

 

〇 資本的支出 

・ 建設改良費 当初５年間は物価上昇率 年３.0％。その後は１.0％で算出 

・ 企業債  30 年償還（１年据置）・元金均等償還 
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２ 財務シミュレーション ＜成行き＞ 

   「第５章 ２経営課題の解決策」を踏まえた現在の使用料水準を維持した場合のシミュレーションは

以下のとおりです。 

 

(1) 収益的収支 

下水道事業費用は，自然流下化事業の完了により，令和７（2025）年度から仙川汚水中継ポン

プ場の維持管理費分が縮減されるほか，法定耐用年数を超過する管渠の増加により，令和５（２０２

３）年度において支出全体の約４割を占める減価償却費が減少するため，令和１６（２０３４）年度ま

で減少基調となっています。その後，計画期間後は，支払利息の増加等により上昇基調となります。 

 一方，包括的民間委託の導入に伴う事業統括マネジメント費等の新たな費用の増加が見込まれ

ています。 

下水道事業収益については，下水道使用料収入の減少及び減価償却費と連動する長期前受金

戻入の減少により逓減していきます。   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

(2) 資本的収支 

資本的支出は，ストックマネジメント計画に基づく老朽化・劣化対策事業，都市計画道路整備等

に伴う下水道整備事業，雨水管理総合計画に基づく事業及び流域下水道建設・改良費負担金な

ど，経常的に実施予定の事業に加えて，令和元年東日本台風の再度災害防止に向けた根川雨水

幹線への定置式ポンプ・ポンプゲート設置事業及び地震対策事業が重なり，計画期間中は高水準

で推移し，長期的には更に増加していく見込みです。 

資本的収入も支出と併せて増加傾向で推移する予測です。なお，資金調達は国等補助金を積極

的に活用し，不足分については，適債性がある事業費全額を企業債発行で賄うことを基本として

います。企業債発行額の適正規模については，企業債残高対事業規模比率（Ｐ１４）と併せて，市民

一人当たり企業債残高や利子負担率といった，一般会計で用いる指標等を活用し総合的に勘案して

判断します。 ※調布市下水道ビジョン（計画期間：令和３年～１２年）では，企業債残高対事業規模比率の目標値は３

００％以下と設定 
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(3) 現預金残高の見通し 

 ➀ 現金収支の見通し 

   令和９（２０２７）年度にマイナスに転じて以降，マイナス幅は拡大傾向となります。              

   

 

➁ 現預金残高の見通し 

    現金収支の悪化に伴い，計画期間内である令和１４（２０３２）年度には現預金残高がなくな

り，事業経営が成り立たなくなります。 
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(4) 主な経営指標の見通し 

➀ 経常収支比率 

経常収支比率は，計画期間及びそれ以降も１００％を下回っており，健全な経営状態では

ありません。経営改善が必要な状況です。 

    

➁ 経費回収率 

経費回収率は，計画期間及びそれ以降も１００％を下回っており，汚水処理費を下水道使用

料で賄えていません。経営改善が必要な状況です。 

 

 

(5) 「財務シミュレーション＜成行き＞」の考察 

使用料改定を行わない場合，計画期間の最終年（令和１６年度）には，「経常収支比率」「経費

回収率」いずれも基準値を下回ります。「現預金残高」にいたっては，令和１4 年度にマイナスに

転じるため，シミュレーション上，事業を継続することはできません。 

以上のことから，下水道使用料水準の見直しが必要です。 
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３ 下水道使用料水準の見直し 

(1) 使用料水準算定の考え方 

   ➀ 独立採算制の原則 

下水道事業は公営企業であり，その経営に必要な費用は原則として，経営に伴う収入で賄

うこととする「独立採算制の原則」が適用されています。 

 

➁ 経費負担区分 

ア 雨水公費・汚水私費の原則 

      浸水被害軽減効果は広く市民に及ぶほか，自然現象は原因者の特定が不可能であること

から，雨水処理費は公費負担が原則となります。一方で，利用者ごとの排出量が特定可能で

ある汚水処理費は私費(下水道使用料)で回収することが原則となります。（地方財政法第６

条第１項，地方公営企業法第１７条の２ 第２項 ＜Ｐ５１ 資料４＞） 
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(2) 費用と財源の関係 

       下水道事業に係る費用についての財源は次のとおりです。汚水処理費は下水道使用料で賄

うことが原則ですが，一部の費用については繰出基準に従い一般会計で負担しています。 

     

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～国から通知される「繰出基準」とは～ 

一般会計が公営企業会計に対して本来負担すべき経費について国が示す基本的な考え方

で，毎年度，総務省から通知されます。下水道事業においては，主に次の経費が該当します。 

 

【一般会計繰入金の主な内容】 

〇 雨水処理費 

a 雨水処理に要する経費 

〇 汚水処理費 

b 流域下水道の建設に要する経費 

c 高度処理に要する経費   

d 水質規制に関する事務に要する経費   

e 脱炭素化の取組に要する経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費 

用 

下水道事業費用 （維持管理費 ＋ 資本費） 

汚水処理費 雨水処理費 

 下水道使用料 

財 

源 

一般会計繰入金 ほか 

        （公費負担分） 

使用料対象経費  

国から通知される「繰出基準」に基づき繰入 

a b～e        

＜イメージ図＞ 
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(3) 使用料対象経費の算定 

  ➀ 使用料算定期間の設定 

使用料対象経費の算定にあたっては，長期にわたる経営予測は困難であるため，算定期間は経

営戦略の改定にあわせて５年間とします。  

※国土交通省からは「５年に１回の頻度で下水道使用料の改定の必要性に関する検証を行う」こと。また総務省からは，経営戦略は「３

～５年毎に改定すること」を求められています。 

 

 

 

 

※使用料改定を行う場合は，改定作業等に１年程度要するものと仮定して，算定期間は，経営戦略の改定時期から１年ずらして設定

しています。 

 

  

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R1５ R1６ R1７ R1８ R１９ R2０ R2１  

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 203３ 203４ 203５ 203６ 203７ 203８ 20３９  

 算定期間 算定期間 算定期間  

 【経営戦略改定及び算定期間 （イメージ）】 

経営戦略改定 経営戦略改定 経営戦略改定 経営戦略改定 
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➁ 原価計算 

算定期間（R8～R12）における使用料対象経費の原価計算結果は次のとおりです。なお原価計

算表は総務省が定める様式を一部変更して使用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項   目 
投資・財政計画 

計上額（Ａ） 

公費負担分 

（Ｂ） 

使用料対象収支 

（Ａ）－（Ｂ） 

 

 

 

 

維 

持 

管 

理 

費 

 

管

渠

費 

修繕費 1,190,275 614,899 575,376 

材料費 54,780 19,064 35,716 

路面復旧費 61,368 31,702 29,666 

委託料 810,814 394,598 416,216 

その他 163,847 136,850 26,997 

小  計 2,281,084 1,197,113 1,083,971 

一

般

管

理

費 

人

件

費 

給  料 342,975 127,585 215,390 

諸手当 179,395 66,734 112,661 

福利費 101,615 37,800 63,815 

流域下水道負担金 7,797,801 3,053,955 4,743,846 

委託料 1,732,396 9,006 1,723,390 

その他 478,991 134,616 344,375 

小  計 10,633,173 3,429,696 7,203,477 

中  計 12,914,257 ４,６２６,８09 8,287,448 

 支払利息 812,131 391,346 420,785 

減価償却費 4,298,722 1,929,165 2,369,557 

中  計 5,110,853 2,320,511 2,790,342 

合  計 （Y） 18,025,110 6,947,320 11,077,790 

   

資産維持費     （Z）   0 

使用料対象経費 （Y+Z）   11，077，790 

 

 

 

項    目 
投資・財政計画 

計上額（Ａ） 

公費負担分 

（Ｂ） 

使用料対象収支 

（Ａ）－（Ｂ） 

使用料 8,662,165  8,662,165 

その他 11,164,570  11,164,570 

合  計 19,826,735  19,826,735 

 【収入の部】 

 【支出の部】 

原価計算表 （概略版） 

使用料対象経費(Y+Z)  = 「維持管理費＋資本費」（Y） + 資産維持費（Z） 

使用料収入 

「一般会計繰入金」の値 下水道使用料で賄う経費 

 

維持管理費＋資本費（Ｙ） 

使用料対象経費（Ｙ＋Ｚ） 
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➂ 資産維持費の算定 

   ア 資産維持費とは 

 資産維持費とは，「将来の更新需要が新設当時と比較し，施工環境の悪化，高機能化（耐震化

等）等により増大することが見込まれる場合，使用者負担の期間的公平等を確保する観点から，

実体資本を維持し，サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）として，適

正かつ効率的，効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定するもの」（「下水道使用料算定

の基本的考え方 ２０１６年度版」 公益社団法人 日本下水道協会」）とされています。 

 中長期的に安定した経営を行うにあたっては，調布市では使用料対象経費として維持管理費

及び資本費のほか，資産維持費を計上して下水道使用料を算定します。 

 

 

 

 

 

イ 資産維持費の算定方法 

資産維持費を取得価格に対してどの程度の割合を見込むべきか，国等から具体的な数値が

示されていないことから，調布市では，資産維持費に要する額を「（目標値を満たす）現預金残

高に対する不足分」 としました。 

 

 

 

 

資産維持費の計算方法はまず，現預金残高の目標値（１８億円）を達成する改定率を「財務

シミュレーション（投資・財政計画）」により算定します。そして，目標とする使用料収入を計算

して，＜維持管理費+資本費＞との差額を資産維持費とします。 

 

 

 

 

 

※この算定方法によって求められた資産維持費は，本来の資産維持費の考え方とは異なりますが，必要とされる現預金残高を

確保するにあたっては有用な算定方法であるとの判断から「資産維持費」として扱っています。    

 

  

使用料対象経費 = 維持管理費 ＋ 資本費 + 資産維持費 

資産維持費 = 目標とする現預金残高（１８億円）に対する不足分 

【資産維持費 算定方法】 

➀ 現預金残高の目標値を達成する使用料改定率を算出  

➁ （目標値を満たす）使用料収入－ <維持管理費+資本費> = 資産維持費 
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(4) 財務シミュレーション ＜目標達成＞ 

計画期間の最終年度（令和１６（２０３４）年度）に，「目標値」を達成するシミュレーション結果は以

下のとおりです。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

数値目標 改定率 
令和１６年度 

（計画期間最終年度） 

経常収支比率

100％ 

29.8％ 

１０６．８% 

経費回収率 

１００％ 
１0６．７％ 

現預金残高 

１８億円 
１８．２億円 
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(5) 使用料改定率・実施時期等の設定 

    ※改定率は，令和５年度決算を踏まえ，令和６年７月時点で見込まれる経営状況に基づくものであり，実際に改定を行

うにあたっては，その時点における経営状況等に基づき算定します。 

※改定時期は，使用料徴収事務の業務委託先との調整により変更する可能性があります。 

※改定率及び改定時期は，調布市議会の議決をもって決定します。 

※使用料改定ごとに徴収委託先へのシステム改修費が発生することから，激変緩和措置を目的とした段階的な改定は

行わないこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項 目 内 容 

数値目標 

計画期間最終年（令和１６（２０３４）年）に次の目標値を達成するよ

う，使用料改定を実施します。 

 

         

 

 

経営の健全性を目指す「経常収支比率」と使用料収入の妥当性を目指す「経費回

収率」について１００％以上を目指します。また，使用料収入１年分となる１８億円の

現預金残高を確保し，経営の安定性を確保します。 

改定率 ２９．８％ 改定時期 令和８（２０２６）年度 

・経常収支比率   １００％ 

・経費回収率     １００％ 

・現預金残高     １８億円 
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４ 投資・財政計画に未反映の取組ほか 

投資・財政計画に事業費が未反映，もしくは，反映したものの事業費等の見直しが予想される事業

については，次のとおりです。 

 

(1) 事業費に未反映の事業 ＜Ｐ５２・５３ 資料５＞ 

 事業名 主な内容 事業時期 概算事業費 

流域下水道野川処理区

の下水道処理施設整備 

 調布基地跡地の土地利用計画では，流域下水道野

川処理区の下水道処理施設の整備が位置付けられ

ています。計画が具体化した際は，流域下水道整備

に係る負担金が発生します。 

未定 未定 

野水処理分区の 

下水道整備 

調布基地跡地の土地利用が決定した場合には，

現在下水道未整備区域である野水処理分区の下水

道整備計画を進める必要があり，建設改良費等が

増大します。 

未定 未定 

 

 

(2) 事業費の見直しが予想される事業等 

 

 

 

  

事業名 主な内容 反映額 

仙川汚水中継ポンプ場 

解体費 

自然流下化に伴う施設の解体費 

(跡地利用が未定のため，仮に地上部分のみ解体する場

合の概算費用を算出のうえ反映。なお，解体時期はは令

和１０（2028）年度頃に予定) 

２億円 

流域下水道 

維持管理負担金 

処理単価が昭和５７（１９８２）年度から据え置かれて

いるが，東京都の流域下水道の維持管理収支悪化

により，市町村負担の見直しが検討されている。 

（「東京都事業経営計画 2021」によると令和７年度まで

は現状維持となっていることから，令和８年度以降の維持

管理収支の負担額＜処理単価＞について，調布市独自で

試算＜Ｐ５１ 資料３＞） 

【現行】 

３５．１８円/㎥ 

 

【令和８～12 年度】 

4０.8０円/㎥ 

【令和１３～１７年度】 

4１.５３円/㎥ 

 

※いずれも税抜き 
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５ 今後検討予定の取組概要 

(1) 今後の投資についての考え方・検討状況 

広域化・共同化・最適化に関す

る事項 

管路の維持管理・排水設備事務，危機管理対応などの面で広域化・

共同化の可能性を検討し対応していきます。また，多摩地域の自治

体間において,公営企業会計システムの共同導入などの連携を図

っており，今後も連携を進めていきます。 

投資の平準化に関する事項 

管路の点検・調査結果をデータベースとして蓄積することで，調布

市の管路実態に近い計画となるよう，ストックマネジメント全体計

画を更新し，第２期以降の修繕や改築・更新に活かすとともに，事

業量や事業費の平準化を図ります。 

民間活力の活用に関する事項 

（PPP/PFI など） 

令和６（２０２４）年度から導入した包括的民間委託の事業効果や課

題等を検証するとともに，令和９（２０２７）年度以降の汚水管改築

に係る国費の交付要件となるウォーターPPP＜Ｐ5４ 資料６＞の

導入可能性について検討します。  

その他の取組 

・令和元年東日本台風の再度災害防止に向けた，大規模ポンプ施

設の設置等を狛江市と連携し進めます。 

・多摩川水系流域治水プロジェクト等，国や都，他の自治体等とハ

ード対策で連携を強化します。 

・令和７（２０２５）年度策定予定の雨水管理総合計画に基づき， 治

水対策を進めます。 

 

(2) 今後の財源についての考え方・検討状況 

使用料の見直しに関する事項 

５年後ごとの経営戦略の見直しに合わせて下水道使用料の適正水

準及び使用料改定について検討を行い，中長期的に安定した下水

道事業経営を実現します。 

資産活用による収入増加 

の取組について 
仙川汚水中継ポンプ場の跡地利用について検討を進めます。 

その他の取組 

・一般会計繰入金については，原則として基準内繰入のみ行うもの

とします。 

・令和６（２０２４）年度に実施しているデザインマンホール蓋の設置

事業における，クラウドファンディングの効果や課題等を検証する

とともに，新たな財源確保の取組を検討します。 
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(3) 投資以外の経費についての考え方・検討状況 

民間活力の活用に関する事項 

（包括的民間委託等の民間委託、指定管

理者制度、PPP/PFI など） 

令和６（２０２４）年度から導入した包括的民間委託の事業効果や課

題等を検証するとともに，令和９（２０２７）年度からのウォーター

PPP 導入可能性について検討します。 

職員給与費に関する事項 職員の技術力向上及び技術継承を実現します。 

修繕費に関する事項 

ストックマネジメント計画に基づく老朽化・劣化対策事業の推進に

より，管路の維持管理について，事後保全型から予防保全型への

転換により修繕費の縮減を図ります。 

委託費に関する事項 
包括的民間委託の実施，及び更なる民間委託の可能性を探ること

で，維持管理費の縮減を目指します。 
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第７章  経営戦略改定後の検証・更新 

 

経営戦略は，一度改定して終わりではなく，PDCA サイクルにより継続的な進捗管理を行い，常に

経営改善や計画の見直し等に反映させていくことが必要です。 

 

 

   
 

 

 

Ｐｌａｎ 

(計画の策定) 
５年に一度，経営戦略の改定を行います。 

Ｄｏ 

（事業の実施） 
経営戦略及び調布市下水道ビジョンに基づき取組を実施します。 

Ｃｈｅｃｋ 

（事業進捗の確認） 
事業の進捗状況を確認及び管理します。 

Ａｃｔｉｏｎ 

（改善の検討） 

次の１０年を見据えて，未達成の目標や新たなニーズへの対応や改

善策を検討し，次の経営戦略の策定に繋げます。 

 

 

 

 

PDCA

サイクル

ＰＬＡＮ

計画の策定

ＤＯ

事業の実施

ＣＨＥＣＫ

事業進捗の
確認

ＡＣＴＩＯＮ

改善の検討
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【参考】 使用料体系の考え方 

望ましい使用料水準を確保するために，次の考え方を基本として使用料体系の単価を設定します。 

 

１ 使用料体系の概要  

(1) 二部使用料制 

調布市の使用料体系は，使用水量にかかわらず一律賦課する「基本使用料」と，使用水量に応

じて支払額が変動する「従量使用料」で構成される二部使用料制となっています。 

そして，基本使用料については，基本水量（１０㎥）の範囲内では使用量の多寡にかかわらず使

用料が定額となる「基本水量制」を，従量使用料については使用料の増加に応じて単価が高くな

る「累進使用料制」を採用しています。 

(2) 使用料体系の仕組み 

下水道事業は，事業の特性として費用構造に占める固定的経費の割合が高いことから，固定

的な費用を基本使用料で回収することで，経営の安定性を確保することが本来的には望ましい

とされています。 

令和５（２０２３）年度の決算数値を例にとると，固定的な経費となる，需要家費と固定費の割

合の合計値は使用料収入全体の４３%となるため，基本使用料の割合も同程度であることが望

ましいですが，現状は３０％に留まっており，従量使用料に依存した使用料体系となっています。 

      

 

（税抜き）

需要家費 （15％)

R5決算　3億１３００万円

排出量に関係なく
使用者数に比例して

かかる経費

　本来

　現状

不足分

2億2500万円

８億８２00万円 ※ 1１億５５００万円　※

汚水処理費 （= 使用料対象経費)

R5決算　20億３７００万円　

固定費 (28％) 変動費 (57％)

R5決算　5億6９00万円 R5決算　1１億５５００万円

水量や使用者数に関係なく
下水道施設の規模に応じて

かかる経費
水量に応じて変動する経費

　基本使用料 (43％) 　従量使用料 （57％）

※R5決算数値で換算した場合

需要家費と固定費相当額を基本使用料として賦課すると
基本使用料の割合が極めて大きくなる。

現状は，〔需要家費 + 固定費〕 の一部を基本使用料として，
他を従量使用料として賦課している。

R5決算　12億6800万円

従量使用料 （70％）

R5決算　5億4400万円

基本使用料 （３０％）

〇 流域下水道維持管理負担金

〇 光熱水費

〇 動力費 等

〇 減価償却費

〇 企業債支払利息

〇 人件費 等

〇下水道使用料

徴収委託料

汚水処理費の 11％
１

→経費回収率 ８９％
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＜使用料体系の種類＞ 
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２ 調布市の使用料体系 ＜一般汚水（現行）＞  

調布市及び都内の類似団体５市の使用料体系と併せて世帯人員別の平均使用量となる「８㎥」 

「１５㎥」「２０㎥」「２３㎥」「２８㎥」ごとに月額使用料を算出しました。基本使用料が低廉となってい

ることから，少量利用者の負担が比較的に割安となっているのが特徴です。   

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行使用料は 令和６年６月１日現在（単位：円） 

350 81 98 98 125 144 172 201 227 R12.4 385 830 1,276 1,599 2,138

509 52 68 78 89 104 120 146 203 R6.4 559 960 1,246 1,470 1,844

400 62 86 97 126 144 204 245 283 H26.4 440 917 1,258 1,542 2,015

350 70 105 120 135 170 210 250 290 H31.4 385 924 1,309 1,655 2,233

545 100 115 125 170 200 240 280 330 H16.1 599 1149 1,699 2,079 2,711

410 88 126 157 189 239 283 306 328 H23.10 451 1128 1,612 2,028 2,721

三鷹市
※1

小金井市

国分寺市
※2

※２　国分寺市は，基本水量は１０㎥となっています。

※１　三鷹市は2000㎥以上の区分を設定していますが省略しています。

西東京市

類
似
団
体

武蔵野市

（　１　㎥　に　つ　き　）

調布市

２３㎥

４人世帯

相当

28㎥

５人世帯

相当

団体名 15㎥

2人世帯

相当

20㎥

３人世帯

相当

月額使用料 （消費税込み）

８㎥

１人世帯

相当

基本水量

８㎥
まで

20㎥
まで

30㎥
まで

50㎥
まで

100㎥
まで

200㎥
まで

500㎥
まで

1000
㎥

まで

区分　　（消費税抜き）

適用
年月日

1000
㎥
超

<参考＞世帯人員別 「１か月の平均使用水量」 の目安 

世帯人員 使用水量 

１人    ８㎥ 

２人    １５㎥ 

３人     ２０㎥ 

４人         ２３㎥ 

 ５人       ２８㎥ 

参考「令和２年度東京都生活用水実態調査」 
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    〇 類似団体との累進度の比較 

累進度を用いた，類似団体の使用料体系の比較は次のとおりです。なお，累進度とは，累進

使用料制における１㎥あたりの最低単価に対する最大水量区分の倍率で， その値が高いほど

大量使用者への負担が大きいことを意味します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年６月1日現在

350円 81円 125円 144円 172円 201円 227円

➀    (=227円 ÷ 35円)

➁

490円 50円 65円 75円 85円 100円 115円 140円 195円

➀

➁

400円 62円 86円 97円 126円 144円 204円 245円 283円

➀

➁ 

350円 70円 105円 120円 135円 170円 210円 250円 290円

➀

➁

545円 100円 115円 125円 170円 200円 240円 280円 330円

➀

➁ 

410円 88円 126円 157円 189円 239円 283円 306円 328円

➀

➁

※三鷹市は2000㎥以上の区分がありますが他市比較の都合上，除外しています。

640%

小金井市

414%

国分寺市

330%

663%

606%

西東京市

373%

使用料

三鷹市

456%

調布市

98円

280%   （= 227円 ÷ ８１円 )

類
似
団
体

武蔵野市

390%

649%

318%

566%

使用料

使用料

調布市と類似団体との累進度の比較

市名

～10㎥

基本水量

～20㎥ ～30㎥ ～50㎥ ～100㎥ ～200㎥ ～500㎥ ～1000㎥ 1000㎥～

（　１　㎥　に　つ　き　）

区分

使用料

使用料

使用料

累
進
度

累
進
度

累
進
度

累
進
度

累
進
度

累
進
度

累進度➀ （基本水量含む） →  「６４９％」 

類似団体間では，２番目に大きくなっている。最高単価と最低単価の開きが比較的大きい。 

累進度➁ （基本水量除く） →  「２８０％」  

類似団体間では，最低値となっている。最高単価と最低単価の開きが比較的小さい。 

 【最高単価】 　１０００㎥超の 使用料

　  　【最低単価】 　   従量使用料 の最低単価

※従量使用料部分に焦点を当てた場合の累進度

累進度➁ =

 　【最高単価】 　１０００㎥超の 使用料

 【最低単価】  (１㎥あたりの）  基本使用料

累進度➀ =

※基本使用料を基本水量で割り，１㎥あたりの基本単価を算出し，それを最低単価
とした場合の累進度
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３ 使用料体系<一般汚水＞の考え方 

使用料体系の現状を踏まえて，以下の考え方に基づき，使用料体系を検討します。 

【前提】 「受益者負担の原則」  

特定の使用者に対する不当な使用料の減免または増課の禁止 （下水道法第 20 条第 2 項第 4 号） 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用料体系の策定にあたっては，以下の点に留意して行います。 

ポイント １  基本水量の変更に伴う少量使用者の負担を軽減する 

ポイント ２  一般家庭における平均使用水量を踏まえた調整を加える 

ポイント ３  都内類似団体の使用料体系を参考にする 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  資   料  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

<資料１＞調布市人口推計（令和４年３月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資料２＞一人当たりの有収水量の推移 
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＜資料３＞流域下水道維持管理負担金単価計算表 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

＜資料４＞公営企業 独立採算制の原則 「地方財政法」・「地方公営企業法」  

〇 地方財政法 

（公営企業の経営） 

第六条 公営企業で政令で定めるものについては，その経理は，特別会計を設けてこれを行い，そ

の経費は，その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及

び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充

てることが客観的に困難であると認められる経費を除き，当該企業の経営に伴う収入（第五条

の規定による地方債による収入を含む。）をもつてこれに充てなければならない。但し，災害そ

流域維持管理負担金 単価計算表

〇流域下水道水再生センター 下水処理量（㎥）　平成30年度～令和４年度平均値　

平成30年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度 

令和４年度 

平均値 ㎥ ・・【Ａ】

〇単価計算 物価上昇率３％← →物価上昇率１％

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22

流域維持管理収支
不足額（百万円）

2,400 2,472 2,546 2,623 2,701 2,782 2,866 2,894 2,923 2,953 2,982 3,012 3,042 3,072 3,103 3,134 3,166 3,197 3,229

５か年 平均【Ｂ】

値上げ額【B/A】（円）

現行単価（税抜き）

改定後単価（税抜き）

改定後単価（税込み）

R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36

流域維持管理収支
不足額（百万円）

3,261 3,294 3,327 3,360 3,394 3,428 3,462 3,497 3,532 3,567 3,603 3,639 3,675 3,712

５か年 平均【Ｂ】

値上げ額【B/A】（円）

現行単価（税抜き）

改定後単価（税抜き）

改定後単価（税込み）

453,035,650

414,638,996

460,624,090

452,232,940

451,240,860

446,354,507

3,497 3,657

5.62 6.35 6.75

35.18 35.18 35.18

40.80 41.53

3,012 3,166

7.09

2,510 2,833

35.18

41.93

46.12

46.50 46.90 47.32

42.27 42.63

7.83 8.19

44.88 45.68

35.18 35.18 35.18

7.45

43.01

3,327

算出方法 

・令和４年度の流域下水道維持管理収支の不足分を解消できる単価を算出 （「東京都下水道事業経営レポート２０２３」東京

都下水道局より） 

・令和４年度の流域下水道維持管理収支の不足分を基準として物価上昇率も考慮 

・処理単価の見直しは「東京都下水道事業経営計画」の改定ごとにあると想定。（直近の改定は令和８年度と想定） 

・改定前の単価は 35.18 円/㎥ （税抜き） 
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の他特別の事由がある場合において議会の議決を経たときは，一般会計又は他の特別会計から

の繰入による収入をもつてこれに充てることができる。 

 

〇 地方公営企業法 

（経費の負担の原則） 

第十七条の二 次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは，地方公共団体の一般会計

又は他の特別会計において，出資，長期の貸付け，負担金の支出その他の方法により負担するも

のとする。 

一 その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費 

二 当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをも

つて充てることが客観的に困難であると認められる経費 

２ 地方公営企業の特別会計においては，その経費は，前項の規定により地方公共団体の一般

会計又は他の特別会計において負担するものを除き，当該地方公営企業の経営に伴う収入を

もつて充てなければならない。 

 

 

 

 

＜資料５＞流域下水道野川処理区及び野水処理分区の位置図 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

〇野川処理区 
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〇 野水処理分区と調布基地跡地 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調布基地跡地（概略位置） 
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＜資料６＞下水道管路施設の維持管理の官民連携手法の取組（ウォーターＰＰＰ）について 

 

１ 政府方針 

〇 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023 改訂版 R5.6.16 閣議決定 

・公共施設の民間事業者による運営を行うコンセッション（公共施設等運営事業）等を加速する。 

〇 ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン（R5 年改定版） R5.6.2 内閣府 

・汚水管の改築に係る国費支援に関して，ウォーターＰＰＰ（公共施設等運営権及び同方式に準ず

る効果が期待できる官民連携手法）導入を決定済みであることを令和９年度以降に要件化す

る。このことについて，地方公共団体に周知し，ウォーターＰＰＰ導入検討の促進を図る。 

 

２ ウォーターＰＰＰの概要 

(1) ウォーターＰＰＰの概要 

     

(2) 管理・更新一体マネジメント方式の要件 
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(3) スケジュール 

 

 

      

 

     

 

 

 

※コンセッション方式（レベル４）の場合は実施方針の公表，レベル 3.5 の場合は入札・公募の開始（募集要項等の公表）

により，交付金要件が充足 

※令和６年度は，ウォーターＰＰＰの導入可能性の調査を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１期(３年) 入札・公募等 

第２期調査検討 

(ウォーターPPP) 
導入準備 入札・公募

等 

第２期 
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式
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法
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・
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収
支
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投
資
・
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政
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画

（
収
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：
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円
）
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．
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2,
48
7

99
7,
64
8

90
1,
50
6

82
2,
94
6

２
．

20
6,
67
8

21
8,
05
9

23
1,
53
0

24
3,
88
6

26
1
,2
76

27
4,
70
6

28
5,
46
1

29
0,
77
0

30
2,
84
7

31
5,
94
7

(1
)

12
9,
42
4

13
8,
48
7

14
9,
57
1

15
9,
46
8

17
6
,0
14

18
8,
59
1

19
8,
48
5

20
2,
92
4

21
4,
12
3

22
6,
33
6

(2
)

77
,2
54

79
,5
72

81
,9
59

84
,4
18

85
,2
62

86
,1
15

86
,9
76

87
,8
46

88
,7
24

89
,6
11

(D
)

4,
13
4,
33
3

4,
31
5,
23
7

4,
26
8,
76
7

4,
21
3,
49
7

4,
15
0,
82
0

4,
06
1,
77
9

3,
99
1,
27
3

3,
83
1,
29
2

3,
74
6,
71
3

3,
68
0,
49
7

(E
)

-7
6,
45
5

30
1,
63
1

28
8,
31
3

27
5,
06
2

26
7
,7
37

26
5,
10
3

24
6,
82
5

26
4,
35
5

26
1,
45
8

25
0,
03
1

(F
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(G
)

0
0

72
,7
24

20
0,
00
0

0
0

0
0

0
0

(H
)

0
0

-7
2,
72
4

-2
00
,0
00

0
0

0
0

0
0

-7
6,
45
5

30
1,
63
1

21
5,
58
9

75
,0
62

26
7
,7
37

26
5,
10
3

24
6,
82
5

26
4,
35
5

26
1,
45
8

25
0,
03
1

(I
)

-2
57
,8
84

43
,7
47

25
9,
33
6

33
4,
39
8

60
2
,1
35

86
7,
23
8

1,
11
4,
06
3

1,
37
8,
41
8

1,
63
9,
87
6

1,
88
9,
90
7

(J
)

1,
80
9,
14
4

2,
24
8,
80
0

2,
56
2,
89
3

2,
91
7,
70
7

3,
06
2,
36
4

3,
00
4,
07
0

2,
72
4,
77
3

2,
68
5,
22
5

2,
52
1,
93
0

2,
34
5,
85
9

38
5,
04
4

45
6,
46
8

48
1,
20
1

82
8,
89
7

83
3
,4
35

71
3,
80
6

46
2,
87
7

52
7,
14
4

52
8,
70
6

53
0,
24
2

(K
)

93
0,
16
1

1,
01
7,
02
9

1,
05
8,
21
0

1,
23
1,
85
8

1,
24
4,
26
6

1,
25
2,
26
9

1,
21
1,
36
9

1,
31
5,
14
3

1,
30
5,
78
2

1,
33
7,
50
6

46
9,
77
1

50
4,
98
0

54
4,
12
1

58
2,
38
6

63
4
,1
89

67
8,
23
8

71
9,
48
2

75
2,
96
1

74
0,
58
9

76
9,
27
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

45
1,
45
7

50
2,
95
9

50
5,
00
5

64
0,
39
4

60
1
,0
06

56
4,
96
7

48
2,
83
0

55
3,
13
2

55
6,
15
0

55
9,
20
0

( 
I 

)

(
A)

-(
B
)

(L
)

(M
)

2,
92
8,
08
6

3,
53
4,
60
7

3,
52
2,
44
2

3,
50
9,
90
5

3,
49
8,
70
9

3,
48
5,
06
9

3,
48
2,
29
5

3,
45
3,
45
2

3,
43
8,
13
8

3,
42
5,
96
2

(N
)

(O
)

(P
)

2,
92
8,
08
6

3,
53
4,
60
7

3,
52
2,
44
2

3,
50
9,
90
5

3,
49
8,
70
9

3,
48
5,
06
9

3,
48
2,
29
5

3,
45
3,
45
2

3,
43
8,
13
8

3,
42
5,
96
2

0
0

0
0

0
0

令
和
15
年
度

令
和

7年
度

0
0

0

(F
)-

(
G)

0
累

積
欠

損
金

比
率

（
×

1
00

）

(C
)-

(
D)

う
ち

一
時

借
入

金

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

未
払

金

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）

流
動

負
債

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

う
ち

未
収

金

そ
の

他

経
費

収 益 的 収 入

材
料

費

収 益 的 支 出

営
業

費
用

退
職

給
付

費

動
力

費

修
繕

費

営
業

外
費

用

特
別

損
益

流
動

資
産

(
E)

+(
H
)

収 益 的 収 支 特
別

損
失

減
価

償
却

費

特
別

利
益

支
払

利
息

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模
健

全
化

法
第

22
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
不

足
比

率
(（

N）
/（

P）
×

10
0)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5
条

第
１

項
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(
B)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（

L）
/（

M）
×

10
0)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

職
員

給
与

費

基
本

給

経
常

損
益

支
出

計

営
業

収
益

補
助

金

営
業

外
収

益

そ
の

他

収
入

計

長
期

前
受

金
戻

入

そ
の

他

そ
の

他

他
会

計
補

助
金

そ
の

他
補

助
金

令
和

8年
度

令
和

9年
度

令
和

10
年

度
令
和
14
年
度

令
和
16
年
度

令
和
13
年
度

令
和
12
年
度

令
和

11
年
度

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他
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様
式

第
2号

（
法
適
用
企
業
・
資
本
的
収
支
）

投
資
・
財
政
計
画

（
収
支
計
画
）

(単
位

：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　
　
　

　
　

分

１
．

8
6
0,

7
0
0

9
71

,5
00

94
2,

90
0

1,
33

2,
20

0
1,

10
3,

90
0

1,
01
9,
10
0

79
0,
40
0

1,
11
3,
90
0

1,
12
5,
00
0

1,
13
6,
30
0

２
．

３
．

４
．

5
3
,1

4
5

5
3,

14
5

53
,1

45
53

,1
45

53
,1

45
53
,1
45

53
,1
45

53
,1
45

53
,1
45

53
,1
45

５
．

６
．

2
3
2,

7
3
7

2
61

,5
72

28
7,

99
3

63
7,

45
5

64
3,

82
9

52
6,
10
0

27
6,
95
1

34
3,
05
5

34
6,
48
3

34
9,
95
0

７
．

８
．

９
．

(
A)

1,
1
4
6,

5
8
2

1,
2
86

,2
17

1,
28

4,
03

8
2,

02
2,

80
0

1,
80

0,
87

4
1,
59
8,
34
5

1,
12
0,
49
6

1,
51
0,
10
0

1,
52
4,
62
8

1,
53
9,
39
5

(
B)

(
C)

1,
1
4
6,

5
8
2

1,
2
86

,2
17

1,
28

4,
03

8
2,

02
2,

80
0

1,
80

0,
87

4
1,
59
8,
34
5

1,
12
0,
49
6

1,
51
0,
10
0

1,
52
4,
62
8

1,
53
9,
39
5

１
．

1,
1
9
0,

2
7
5

1,
3
31

,6
82

1,
33

1,
27

2
2,

07
1,

62
9

1,
85

0,
37

3
1,
64
8,
51
6

1,
17
1,
31
4

1,
56
1,
42
0

1,
57
6,
63
4

1,
59
2,
00
3

4
0
,0

0
0

4
0,

00
0

40
,0

00
40

,0
00

40
,0

00
40
,0
00

40
,0
00

40
,0
00

40
,0
00

40
,0
00

２
．

4
1
7,

8
1
4

4
69

,7
71

50
4,

98
0

54
4,

12
1

58
2,

38
6

63
4,
18
9

67
8,
23
8

71
9,
48
2

75
2,
96
1

74
0,
58
9

３
．

４
．

５
．

(
D)

1,
6
0
8,

0
8
9

1,
8
01

,4
53

1,
83

6,
25

2
2,

61
5,

75
0

2,
43

2,
75

9
2,
28
2,
70
5

1,
84
9,
55
2

2,
28
0,
90
2

2,
32
9,
59
5

2,
33
2,
59
2

(
E)

4
6
1,

5
0
7

5
15

,2
36

55
2,

21
4

59
2,

95
0

63
1,

88
5

68
4,
36
0

72
9,
05
6

77
0,
80
2

80
4,
96
7

79
3,
19
7

１
．

5
2
2,

6
6
5

8
83

,4
68

55
3,

26
1

52
5,

00
6

50
4,

26
7

48
0,
59
2

45
3,
86
3

40
2,
63
2

37
8,
65
2

36
5,
55
9

２
．

0
0

30
1,

63
1

21
5,

58
9

75
,0

62
26
7,
73
7

26
5,
10
3

24
6,
82
5

26
4,
35
5

26
1,
45
8

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

8
2
,2

1
8

9
2,

45
1

90
,0

12
12

5,
54

8
10

4,
85

4
97
,2
06

76
,4
74

10
5,
92
9

10
7,
00
1

10
8,
08
3

(
F)

6
0
4,

8
8
3

9
75

,9
19

94
4,

90
4

86
6,

14
3

68
4,

18
3

84
5,
53
5

79
5,
44
0

75
5,
38
6

75
0,
00
8

73
5,
10
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(
G)

(
H)

9,
7
4
7,

3
4
8

10
,
2
49

,0
77

10
,6

86
,9

97
11

,4
75

,0
76

11
,9

96
,5

90
12
,3
81
,5
01

12
,4
93
,6
63

12
,8
88
,0
81

13
,2
60
,1
20

13
,6
55
,8
31

○
他
会
計
繰
入
金

年
　

　
度

区
　
　
　

　
　

分

1,
1
8
4,

2
9
7

1,
2
79

,7
50

1,
28

7,
85

1
1,

29
6,

49
8

1,
30

7,
33

3
1,
31
6,
49
9

1,
33
5,
08
6

1,
32
8,
27
8

1,
33
5,
36
1

1,
34
6,
35
2

1,
1
8
4,

2
9
7

1,
2
79

,7
50

1,
28

7,
85

1
1,

29
6,

49
8

1,
30

7,
33

3
1,
31
6,
49
9

1,
33
5,
08
6

1,
32
8,
27
8

1,
33
5,
36
1

1,
34
6,
35
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
3
,1

4
5

5
3,

14
5

53
,1

45
53

,1
45

53
,1

45
53
,1
45

53
,1
45

53
,1
45

53
,1
45

53
,1
45

5
3
,1

4
5

5
3,

14
5

53
,1

45
53

,1
45

53
,1

45
53
,1
45

53
,1
45

53
,1
45

53
,1
45

53
,1
45

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1,
2
3
7,

4
4
2

1,
3
32

,8
95

1,
34

0,
99

6
1,

34
9,

64
3

1,
36

0,
47

8
1,
36
9,
64
4

1,
38
8,
23
1

1,
38
1,
42
3

1,
38
8,
50
6

1,
39
9,
49
7

企
業

債

令
和
7
年
度

令
和
8年

度
令
和
9年

度
令
和
10

年
度

令
和
11

年
度

令
和

12
年

度

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

資 本 的 収 支

(E
)
-(
F
)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

資
本
的
収
入
額
が
資
本

的
支

出
額

に
不
足
す
る
額
  

  
 　

　
  
  
(
D)
-
(C
)

令
和
11

年
度

令
和

12
年

度
令

和
13
年

度
令

和
7
年
度

そ
の

他

う
ち

基
準

内
繰

入
金

補
塡

財
源

不
足

額

補 塡 財 源

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

令
和
10

年
度

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

計

令
和
8年

度
令
和
9年

度
令

和
14
年

度
令

和
15
年

度
令

和
16
年

度

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

(
A)
-(
B
)

資 本 的 収 入

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

計

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

計

企
業

債
償

還
金

う
ち

職
員

給
与

費

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る
支
出

の
財

源
充

当
額

そ
の

他

他
会

計
借

入
金

純
計

令
和

14
年

度
令

和
13
年

度
令

和
15
年

度
令

和
16
年

度
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供用開始年月日 昭 和 47 年 6 月 1 日

処理区域内人口 239,247人(R6.3.31時点)

計算期間 自 令和８年4月 至 令和13年3月

（ 5 年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円
1,812,436 11,243,376 11,243,376

0 0 0

2,413,868 11,826,305 11,826,305

4,226,304 23,069,681 0 23,069,681

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0

諸 手 当 0

福 利 費 0

205,756 1,190,275 614,899 575,376

9,559 54,780 19,064 35,716

10,829 61,368 31,702 29,666

127,221 810,814 394,598 416,216

33,249 163,847 136,850 26,997

386,614 2,281,084 1,197,113 1,083,971

給 料 0

諸 手 当 0

福 利 費 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

給 料 0

諸 手 当 0

福 利 費 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

給 料 68,595 342,975 127,585 215,390

諸 手 当 35,879 179,395 66,734 112,661

福 利 費 20,323 101,615 37,800 63,815

1,388,941 7,797,801 3,053,955 4,743,846

314,167 1,732,396 9,006 1,723,390

78,662 478,991 134,616 344,375

1,906,567 10,633,173 3,429,696 7,203,477

104,509 812,131 391,346 420,785

687,427 4,298,722 1,929,165 2,369,557

10,257 0 0 0

802,193 5,110,853 2,320,511 2,790,342

3,095,374 18,025,110 6,947,320 11,077,790

＊ 減価償却費から長期前受金戻入額を差し引いて表示しています。

165,586

11,243,376

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 100.0%

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

小 計

小 計

一
 

般
 

管
 

理
 

費

人
件
費

流域下水道管理運営 費負 担金

委 託 料

そ の 他

小 計

資
本
費

支 払 利 息

減 価 償 却 費 (*)

企 業 債 取 扱 諸 費

小 計

処
理
場
費

人
件
費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

委 託 料

そ の 他

小 計

ポ
ン
プ
場
費

人
件
費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

委 託 料

そ の 他

管
渠
費

人
件
費

給 料

修 繕 費

材 料 費

路 面 復 旧 費

委 託 料

そ の 他

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

使 用 料 (X)

原価計算表

収　入　の　部

項 目
金　　　　　　　　額
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〇調布市下水道事業経営戦略改定検討に係る専門委員会 

 

＜調布市下水道事業経営戦略改定検討に係る専門委員会要綱＞ 

 

第１ 設置 

  将来にわたり安定的に下水道事業を継続していくことに向けて，調布市下水道事業経営戦略（以下

「経営戦略」という。）の改定について検討を行うため，調布市下水道事業経営戦略改定検討に係る専

門委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

第２ 所掌事項 

  委員会は，経営戦略の改定について必要な事項を調査検討し，その結果を踏まえて経営戦略の改

定案を作成し，市長に報告するものとする。 

第３ 構成 

  委員会は，市長が依頼し，又は任命する次の各号に掲げる者（以下「委員」という。）７人以内をもっ

て組織する。 

(1) 有識者 ４人以内 

(2) 東京都下水道局流域下水道本部の長が推薦する者  

(3) 行政経営部参事（財政担当） 

(4) 環境部長 

第４ 委員の任期 

  委員の任期は，市長が依頼し，又は任命した日から第１の目的を達成した日までとする。 

第５ 委員長及び副委員長 

  委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は，委員の中から互選する。 

３ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

４ 副委員長は，委員のうち委員長が指名する者をもって充てる。 

５ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長が欠けたときは，その職務を

代理する。 

第６ 会議 

委員会は，委員長が招集する。 

２ 委員会は，委員長が必要と認めるときは，映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識

しながら通話することができる方法により，会議を行うことができる。 

第７ 意見の聴取等 

  委員会は，委員会の運営上必要と認めたときは，委員以外の者を委員会に出席させ，その意見を聴

き，又は資料の提出を求めることができる。 

第８ 庶務 

  委員会の庶務は，環境部下水道課において処理する。 

第９ 雑則 

  この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

１この要綱は，令和５年１１月１３日から施行する。 

２この要綱は，令和７年３月３１日限り，その効力を失う。 
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＜検討経緯＞ 

 開催年月日 検討事項 

第１回 令和５年１１月１３日 ・下水道事業の現状・将来の事業環境から見えてくる課題 

第２回 令和６年１月２４日 
・経営改善策の検討  

・経営課題の解決に向けた財務シミュレーションの実施及び整理 

第３回 令和６年３月２７日 
・経営課題の解決に向けた下水道使用料算定の考え方 

及び下水道使用料水準の在り方 

第４回 令和６年７月２２日 
・令和５年度決算を踏まえた望ましい使用料水準の在り方 

・使用料体系の考え方➀ 

第５回 令和６年１０月１８日 
・調布市下水道事業経営戦略２０２５(案) 

・使用料体系の考え方➁ 

第６回 令和７年２月７日 ・委員会報告書の検討及び決定 ほか 

 

＜委員名簿＞                                                      （敬称略） 

分野 氏名 所属等 

有識者 長岡 裕  

東京都市大学建築都市デザイン学部都市工学科教授 

下水道広報プラットホーム理事会会長，国土交通省下水道政策

研究委員会委員・社会資本整備審議会専門委員等 を歴任 

有識者 髙橋 佑季 

有限責任監査法人トーマツ 東京事務所マネジャー 

公認会計士 

総務省による地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業

（公営企業関係）アドバイザー 

有識者 大橋 立子 元調布市政策室長 

行政（東京都） 持田 智彦 
東京都下水道局 

流域下水道本部技術部市町村下水道担当課長 

行政（調布市） 山内 隆宏 行政経営部参事 （財政担当） 

行政（調布市） 田波 利明 環境部長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

調布市下水道事業経営戦略２０２５ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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